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第６期（Ｒ３～Ｒ５）埼玉県障害者支援計画の概要 

 

１ 策定作業（今後の予定を含む） 

（１）障害者施策推進協議会での審議（４回） 

（２）施策分野ごとに設置したワーキングチーム（３チーム）での検討（２回） 

（３）障害者団体へのヒアリングによる意見照会（１回） 

（４）市町村へのサービス見込量調査（３回） 

（５）庁内関係課への県の取組調査（３回） 

（６）県民コメント（１回） 

 

２ 今期計画の主な特徴 

（１）埼玉県全体としての方針（埼玉版ＳＤＧｓの推進）を反映 

（SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称） 

 

（２）施策推進協議会ワーキングチームからの意見（重点課題）を反映 

 

（３）障害者団体ヒアリングでの意見を反映 

 

（４）埼玉県手話環境施策推進懇話会からの意見を反映 

 

（５）国基本指針（障害福祉サービス等及び障害者児通所支援等の円滑な実施を確保するための 

  基本的な指針）を反映  

  ①福祉施設の入所者の地域生活への移行 

  ②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  ③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

  ④福祉就労から一般就労への移行等 

  ⑤障害児支援の提供体制の整備等 

  ⑥相談支援体制等の充実・強化等 

  ⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  
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（６）障害者等に関する制度改正を反映 

  ①社会福祉法の改正（Ｒ２成立） 

②障害者雇用促進法の改正（Ｈ３０、Ｒ１、Ｒ２成立） 

  ③視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律【読書バリアフリー法】（Ｒ１成立） 

  ④聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（Ｒ２成立） 

  ⑤障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（Ｈ３０成立） 

  ⑥成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供 

   するための施策の総合的な推進に関する法律【成育基本法】（Ｈ３０成立） 

  ⑦埼玉県ケアラー支援条例の制定（Ｒ１成立） 

 

（７）新たな課題への対応を反映 

  新型コロナウイルスなどの感染症対策 

 

３ 構成（案） 

 別紙資料２のとおり 

 

４ 骨子（案） 

 別紙資料３のとおり 

 


